


重 要

• 使用するオイルは、「7.7.1 気温による燃料

および潤滑油脂の使用方法」の項を参照し

てください。指定以外のオイルを使用する

と、エンジンの寿命を縮める恐れがありま

す。必ず指定のオイルを補給してください。

• エンジン油量は、適正な油量に保ってくだ

さい。

• エンジンが冷え切ってしまうと、オイルが

完全に排出できません。エンジンが手で触

れられる程度まで冷えた状態で、排油して

ください。

• オイルを補給するときは、給油口からゴミ

などが入らないように注意してください。

• オイルパン交換油量 :10 ℓ

• 排油を受ける容器 :15 ℓ以上の容器を用意し

てください。

• フィルタレンチを用意してください。

1. 機体下側のアンダカバーを取り外し、ドレ

ンボルト (3) の下に排油を受ける容器を置

いてください。

2. オイルをかぶらないように、ゆっくりとド

レンボルト (3)を緩めて排油してください。

3. マシナリカバーを開けてください。

4. フィルタレンチを使用して、フィルタカー

トリッジ (2) を左方向に回して取り外して

ください。

5. フィルタ台を清掃し、新品のフィルタカー

トリッジに清浄なオイルを満たし、新品の

フィルタカートリッジのパッキン部および

ねじ部にオイル ( グリースを薄く塗っても

よい ) を塗って取り付けてください。

 ☞ 古いパッキンがフィルタ台に付着してい

ないことを確認してください。古いパッ

キンが付着していると、油漏れの原因に

なります。

 ☞ フィルタカートリッジの取り付けは、

パッキン面がフィルタ台のシール面に接

してから、3/4 回転締め付けてください。

6. フィルタカートリッジ交換後、給油口 (F)
からオイルをレベルゲージ (G) の「H―L」
の間まで給油してください。
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7. エンジンを始動し、しばらくアイドリング

運転してからエンジンを停止し、「5.1.1.2
［2］ エンジンオイルパンの油量点検・補給」

の項を参照し、油量がレベルゲージの「H
―L」の間まであることを確認してくださ

い。

［2］ スイングピニオンのグリース量の点検・

補給

• スケールを用意してください。

1. バッテリー奥のカバー (1) のボルトを 4 本

外し、カバー (1) を取り外してください。

2. フレーム上面にあるゴム栓 (3) を取り外し

てください。

3. スケールをグリースの中に差し込み、ピニ

オン通過部のグリース量が 4mm 以上の高

さがあるか確認してください。不足してい

れば、補給してください。

4. グリースが白濁していないか確認してくだ

さい。  
白濁している場合は、グリースの交換が必

要です。当社または当社販売サービス店に

交換を依頼してください。  
グリース全容量 :5.5 ℓ

5. 点検・補給が完了したら、ゴム栓 (3) を取

り付けてください。 6. 点検・補給が完了

したら、カバー (1) を取り付けてください。

［3］ スイングサークルの給脂

1. グリースガンを使用して、下図の矢印のグ

リースプラグからグリースを注入してくだ

さい。

2. 給脂後、押し出された古いグリースは、き

れいに拭き取ってください。
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［4］  ラジエータフィン、オイルクーラフィン、

アフタクーラフィンおよびエアコンコン

デンサフィンの清掃・点検

警 告

圧縮空気、圧力水またはスチームが直接身体

に当たり、また、これらの使用によりゴミが

飛散し、人身事故を起こす恐れがあります。

保護メガネ、防じんマスクなどの保護具を着

用してください。

重 要

圧縮空気を使用するときは、フィンの損傷を

防ぐため、離して使用してください。

コアに対し、極力垂直に吹き付けてください。

フィンが損傷すると、水漏れやオーバーヒー

トの原因になります。

ホコリの多い現場では、整備間隔にかかわら

ず、毎日点検してください。

1. ライトカバーを開けてください。

2. 蝶ネジ (1)（4 箇所）を取り外し、ネット (2)
(3)(4) を取り外してください。

3. オイルクーラフィン (5)、ラジエータフィ

ン (6)、アフタクーラフィン (7)、エアコン

コンデンサフィン (8) の前面および後面を

点検し、泥、ゴミ、木の葉などが付着して

いる場合は、圧縮空気で吹き飛ばしてくだ

さい。

☞ 圧縮空気の代わりにスチームや水を使用

してもかまいません。

☞ ただし、強力なスチーム洗浄（高圧洗車）

を熱交換器（ラジエータ、オイルクーラ

アフタクーラ、燃料クーラ、エアコンコ

ンデンサ）に対して行う場合は、十分な

距離をとって洗浄するようにしてくださ

い。至近距離からスチーム洗浄（高圧洗

車）を行うと、熱交換器の内部フィンが

変形し、早期目詰まりの原因になったり、

破損の恐れがあります。
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4. ゴムホースを調べ、ひび割れたり、もろく

なっていたら交換し、また、ホースクラン

プの緩みも点検してください。

5. 点検、清掃が終わったら、ネット (2)(3)(4)
を元の位置に取り付けてください。

［5］  エアコン内外気フィルタの清掃

警 告

• 圧縮空気、圧力水またはスチームが直接身

体に当たり、また、これらの使用によりゴ

ミが飛散し、人身事故を起こす恐れがあり

ます。保護メガネ、防じんマスクなどの保

護具を着用してください。

• スライドドアは、開時、閉時とも必ずロッ

クした状態であることを確認して、内外気

フィルタの清掃を行ってください。フリー

の状態でスライドドアが動き出した場合、

挟まれたり、カバーを破損する恐れがあり

ます。

重 要

• 500 時間ごとの清掃は、一応の目安ですの

で、ホコリの多い現場などでは、整備間隔

を短くしてください。

• フロアの洗浄時には、水がかからないよう

に注意してください。

［内気フィルタの清掃］

1. 内気フィルタ (1) を引き出してください。

2. 内気フィルタ (1) を圧縮空気で清掃してく

ださい。 
内気フィルタ (1) に油が付着していたり、

汚れがひどい場合は、中性洗剤で水洗いし

てください。 
水洗い後は、十分乾燥させてから使用して

ください。

☞ フィルタの目詰まりが圧縮空気や水洗い

で除去できなくなった場合は、新品と交

換してください。

3. 清掃した内気フィルタ (1) を元の位置に戻

してください。

［外気フィルタの清掃］

1. オペレータキャブ左後部のカバー (1) を
キー（スタータスイッチのキー）で開錠し

てください。

2. カバー (1) を手で開き、内部に入っている

外気フィルタ (2) を取り出してください。

3. 外気フィルタ (2) を圧縮空気で清掃してく

ださい。

☞ フィルタの目詰まりが多くみられる場

合、または 1 年ごとに新品と交換して

ください。
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4. 清掃した外気フィルタ (2) を元の位置に戻

してカバー (1) を閉じてください。

☞ 外気フィルタ (2) には取付け向きがあり

ますので、向きを確認して取り付けてく

ださい

5. カバーをキー（スタータスイッチのキー）

でロックしてください。キーは、抜き忘れ

ないでください。

［6］  作動油タンクブリーザエレメントの交換

警 告

エンジンの稼働直後は、各部が高温になって

います。すぐにエレメント交換を行わず、オ

イルが冷えてから行ってください。

1. ボルトをゆるめて、作動油タンク上面のカ

バー (1) を取り外してください。

2. 給油口 (F) のキャップを取り外してくださ

い。

3. 新しいキャップを取り付けてください。

4. 作動油タンク上面のカバー (1) を取り付け

てください。

［7］  走行モータ減速機ケース内のオイル交換

☞ 新車第 1 回目の整備時のみ行ってくだ

さい。それ以降は、1000 時間ごとに行っ

てください整備の場所、方法は「7.10.7 
1000 時間ごとの整備」の項を参照して

ください。

［8］  ウインチ減速機ケース内のオイル交換

☞ 新車第 1 回目の整備時のみ行ってくだ

さい。それ以降は、1000 時間ごとに行っ

てください整備の場所、方法は「7.10.7 
1000 時間ごとの整備」の項を参照して

ください。
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［9］  燃料プレフィルタカートリッジの交換

警 告

• エンジンの稼働直後は、各部が高温になっ

ています。すぐに燃料フィルタの交換を行

わず、エンジンが手で触れられる程度まで

冷えるのを待ってください。

• エンジンの燃料配管系は、エンジン運転中、

内部に高圧が発生します。フィルタを交換

するときは、内部の圧力が下がるのを待つ

ため、エンジン停止後 30 秒以上経過してか

らフィルタを交換してください。

• 燃料フィルタエレメントを交換するときは、

タバコの火等、火気には十分注意してくだ

さい。

重 要

• 純正品の燃料フィルタカートリッジは、高

効率ろ過性を有する特殊フィルタを採用し

ています。交換する場合は、必ず純正品を

使用してください。

• 本機が採用しているコモンレール式燃料噴

射システムは、従来の噴射ポンプおよびノ

ズルに比べ、より精密な部品で構成されて

います。純正品以外の燃料フィルタカート

リッジを代用すると、異物が混入し、噴射

系に不具合発生の恐れがあります。代用品

の使用は、絶対に避けてください。

• 燃料系統の点検・整備時は、従来以上に異

物の混入に注意し、万が一、ゴムなどが付

着した場合は、燃料を使用して十分な洗浄

を行ってください。

• 排油を受ける容器を用意してください。

• フィルタレンチを用意してください。（オプ

ション : 品番 585-3554500）

1. ライトカバーを開けてください。

2. 燃料プレフィルタカートリッジ下側にオイ

ルを受ける容器をセットしてください。

3. ドレンプラグ (1)およびエア抜きプラグ (2)
を緩め、フィルタ内の燃料をすべてドレン

してください。

4. フィルタレンチを使用して、ケース (3) を
左方向に回して外してください。

5. 新品のケース (3) を装着してください。

その際、O リング (4) は必ず新品と交換し

てください。

6. フィルタケース (3) 取り付け時は、パッキ

ン面にオイルを薄く塗り、シール面に接し

てからフィルタレンチで締め付けてくださ

い。

☞ 締め付けトルク：30.0Nm（5.1kgfm）、

ドレンプラグ締め付けトルク： 
2.0Nm（0.2kgfm）

7. フィルタを清掃し、新品のフィルタカート

リッジに清浄な燃料を満たし、パッキン面

にオイルを薄く塗って、フィルタ台に取り

付けてください。

8. フィルタカートリッジ (4) の交換が終わっ

たら、エア抜きをしてください。

［燃料系統のエア抜き］

「5.6.1 燃料切れしたときは」を参照してくださ

い。
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［10］  燃料メインフィルタカートリッジの交換

警 告

• エンジンの稼働直後は、各部が高温になっ

ています。すぐに燃料フィルタの交換を行

わず、エンジンが手で触れられる程度まで

冷えるのを待ってください。

• エンジンの燃料配管系は、エンジン運転中、

内部に高圧が発生します。フィルタを交換

するときは、内部の圧力が下がるのを待つ

ため、エンジン停止後 30 秒以上経過してか

らフィルタを交換してください。

• 燃料フィルタエレメントを交換するときは、

タバコの火等、火気には十分注意してくだ

さい。

重 要

• 純正品の燃料フィルタカートリッジは、高

効率ろ過性を有する特殊フィルタを採用し

ています。交換する場合は、必ず純正品を

使用してください。

• 本機が採用しているコモンレール式燃料噴

射システムは、従来の噴射ポンプおよびノ

ズルに比べ、より精密な部品で構成されて

います。純正品以外の燃料フィルタカート

リッジを代用すると、異物が混入し、噴射

系に不具合発生の恐れがあります。代用品

の使用は、絶対に避けてください。

• 燃料系統の点検・整備時は、従来以上に異

物の混入に注意し、万が一、ゴムなどが付

着した場合は、燃料を使用して十分な洗浄

を行ってください。

• 排油を受ける容器を用意してください。

• フィルタレンチを用意してください。（オプ

ション : 品番 585-3554500）

1. 機体右側のライトカバーを開けてくださ

い。

2. 燃料フィルタカートリッジ下側にオイルを

受ける容器をセットしてください。

3. ドレンプラグ (1)およびエア抜きプラグ (2)
を緩め、フィルタ内部の燃料を排出してく

ださい。

4. フィルタレンチを使用して、フィルタケー

ス (3) を左方向に回して外してください。

5. フィルタケース (3)およびドレンプラグ (1)
の O リング (4) を新品に交換し、新しいエ

レメント (5) をフィルタケース (3) に入れ、

O リング (4) に燃料を薄く塗り、ねじ込ん

でください。

作業手順

7-49CC985S

M A E D A Crawler Crane



6. シール面に O リング (6) が接触してから、

専用フィルタレンチを用いて締め付けてく

ださい。

重 要

• フィルタケース内の底部に異物や汚れ等あ

る場合は清掃してください。

• エレメントの再使用はトラブルの原因にな

ります。必ず新品に交換してください。

7. フィルタカートリッジの交換が終わった

ら、エア抜きをしてください。

［燃料系統のエア抜き］

「5.6.1 燃料切れしたときは」を参照してくださ

い。

［11］  燃料フィードポンプフィルタの交換

警 告

取り外しの際、ポンプ内に燃料が入っており

ますので、燃料がエンジンにかからないよう

受け皿等で燃料を受けてください。また、火

気に注意してください。

重 要

• フィルタを取り外した際は必ずガスケット

を交換し、カバー内部のマグネット部を清

掃してください。

1. ライトカバーを開けます。

2. 燃料フィードポンプ (1) のハーネスコネク

タ (2) の接続を切り離します。

3. スパナを使用してカバー (3) を回し、取り

外します。

4. フィルタ (4) とガスケット (5) を取り外し、

交換します。

• ペーパータイプは新品のフィルタ (4) とガス

ケット (5) に交換してください。

• スチールメッシュタイプは取り外したフィル

タ (4) をきれいな軽油で洗浄し、高圧エアで

ゴミなどを吹き飛ばします。その後、フィル

タ (4) と新品のガスケット (5) を取り付けて

ください。

☞ 電磁ポンプの内側中央にある、ピストン

部に付属する部品 (6) は分解しないでく

ださい。

☞ ガスケットを取り外すときは、ガスケッ

トの外側をつまみ、引き伸ばして外すよ

うにしてください。

5. カバー (5) を取り付けます。スパナを使用

し、最後まで確実に締め付けてください。
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7.10.7    1000 時間ごとの整備

50、250、500 時間ごとの整備も一緒に行って

ください。

［1］  走行モータ減速機ケース内のオイル交換

警 告

• エンジンの稼働直後は、各部が高温になっ

ています。すぐにオイル交換を行わず、オ

イルが冷えてから行ってください。

• ケース内部に残圧があると、オイルやプラ

グが飛び出すことがあります。プラグをゆっ

くり緩め、圧力を抜いてください。

重 要

• 使用するオイルは、「7.7.1 気温による燃料

および潤滑油脂の使用方法」の項を参照し

てください。

• オイル交換後は、プラグの O リングの噛み

込みに注意しながら確実に締め付けてくだ

さい。

• 交換油量 : 左右各 1.5 ℓ

• 排油を受ける容器を用意してください。

• 六角レンチを用意してください。

1. 機械を前後進させて、給油口プラグ (F) と
ドレンプラグ (P) が地面に対して垂直にな

るようにしてください。

2. ドレンプラグ (P) の下側に排油を受ける容

器をセットしてください。

3. 六角レンチを使用して給油口プラグ (F)、
油量点検プラグ (G) およびドレンプラグ

(P) を外し、排油してください。

4. 排油後は、ドレンプラグ (P) を取り付け、

確実に締め付けてください。

5. 給油口プラグ (F) の穴からオイルを交換油

量分注入してください。

6. オイルが油量点検プラグ (G) の穴から出て

きたら、油量点検プラグ (G) および給油口

プラグ (F) を取り付け、確実に締め付けて

ください。

☞ 締め付けトルク 
ドレン、給油口プラグ（G3/8）： 
48 ± 3N・m{5 ± 0.3kgf・m} 
油量点検プラグ（G1/8）： 
15 ± 3N・m{1.5 ± 0.3kgf・m}

［2］  ウインチ減速機ケースのオイル交換

警 告

• エンジンの稼働直後は、各部が高温になっ

ています。すぐに油量点検を行わず、オイ

ルが冷えてから行ってください。

• ケース内部に残圧があると、オイルやプラ

グが飛び出すことがあります。プラグをゆっ

くり緩め、圧力を抜いてください。

重 要

• 使用するオイルは、「7.7.1 気温による燃料

および潤滑油脂の使用方法」の項を参照し

てください。

• オイル交換後は、各プラグのねじ部にシー

ルテープ等を使用して油漏れ止めをし、確

実に締め付けてください。

• 交換油量 :1.8 ℓ

• 排油を受ける容器を用意してください。

• 六角レンチを用意してください。
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1. 機械を水平堅土上に停止し、ブーム角度を

約 80 度まで起してください。

2. ロックレバーをロックの位置 (L) にして、

エンジンを停止してください。

3. ドレンプラグ (P) の下側に排油を受ける容

器をセットしてください。

4. 六角レンチを使用して給油口プラグ (F)、
油量点検プラグ (G) およびドレンプラグ

(P) を外し、排油してください。

5. 排油後は、ドレンプラグ (P) を取り付け、

確実に締め付けてください。

6. 給油口プラグ (F) の穴からオイルを交換油

量分注入してください。

7. オイルが油量点検プラグ (G) の穴から出て

きたら、油量点検プラグ (G) および給油口

プラグ (F) を取り付け、確実に締め付けて

ください。
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［3］  作動油リターンフィルタカートリッジの

交換

警 告

エンジンの稼働直後は、各部が高温になって

います。すぐにエレメント交換を行わず、オ

イルが冷えてから行ってください。

重 要

• 使用するオイルは、「7.7.1 気温による燃料

および潤滑油脂の使用方法」の項を参照し

てください。

• 作動油フィルタエレメント交換後は、配管

や油圧機器にオイルが満たされるまでの間、

しばらくエンジンを始動しないでください。

• 排油を受ける容器を用意してください。

• フィルタレンチを用意してください。

1. フックブロックを簡易格納位置に格納し、

機械を下図のような「走行姿勢」にしてく

ださい。

2. ボルトをゆるめて、作動油タンク上部のカ

バー (1) を取り外してください。

3. 給油口 (F) のキャップを取り外してくださ

い。

4. レフトカバーを開けて、ロッドを溝に入れ

て固定してください。

5. フィルタレンチを使用して、フィルタ (2)
を左方向に回して外して下さい。

6. フィルタ台を洗浄し、新しいフィルタの

パッキン面にオイルを薄く塗ってフィルタ

台に取り付けてください。

7. 取り付け時は、パッキン面がフィルタ台の

シール面に接してから、3/4 回転締め付け

てください。

☞ フィルタカートリッジは、締め付けすぎ

るとパッキンの損傷により、燃料漏れの

原因になります。ゆるすぎてもパッキン

のスキマから燃料漏れとなります。締め

付け角を確実に守ってください。

☞ フィルタレンチを使用して締め付ける場

合は、フィルタに傷やへこみが生じない

ように十分注意してください。
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8. 作動油タンク上部のカバー (1) を取り付け

てください。

9. エア抜きのため、エンジンを始動して 10
分間ローアイドリング運転してください。

10. エンジンを停止してください。

☞ エンジン停止後、5 分間以上静止した後、

稼働してください。これにより作動油タ

ンク内の油の気泡が放出します。

11. 油漏れがないか点検し、こぼれた油はきれ

いに拭き取っておいてください。

［4］  作動油ラインフィルタエレメントの交換

警 告

エンジンの稼働直後は、各部が高温になって

います。すぐにフィルタ交換を行わず、オイ

ルが冷えてから行ってください。

重 要

• 使用するオイルは、「7.7.1 気温による燃料

および潤滑油脂の使用方法」の項を参照し

てください。

• 排油を受ける容器を用意してください。

• フィルタレンチを用意してください。

1. フックブロックを簡易格納位置に格納し、

機械を下図のような「走行姿勢」にしてく

ださい。

2. エンジンフードを開けて、フード支えレ

バーで確実にロックしてください。

3. フィルタエレメントの下側にオイル受け用

の容器をセットしてください。

4. フィルタケース (1) を左に回して外し、エ

レメント (2) および O リング (3) をフィル

タ台 (4) から取り外してください。

5. フィルタ台 (4)、フィルタケース (1) を清

掃し、新しいエレメント (2) のパッキンに

清浄な作動油を塗布し、O リング (3) と共

にフィルタ台 (4) に取り付けてください。

その際、O リング (3) は必ず新品と交換し

てください。
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6. フィルタケース (1) に清浄な作動油を満た

し、フィルタ台 (4) に取り付けてください。

取り付け時は、フィルタケース (1) がフィ

ルタ台 (4) に接してから 1/2 回転締め付け

てください。

☞ 古い O リングがフィルタ台 (4) に付着し

ていないことを確認してください。オイ

ル漏れの原因になります。

［5］  オルタネータ、スタータの点検

ブラシの摩耗やベアリングのグリース切れが発

生している可能性がありますので、当社または

当社販売サービス店に点検修理を依頼してくだ

さい。

［6］  エンジンバルブクリアランスの点検・調

整

点検・調整には特殊工具が必要ですので、当社

または当社販売サービス店に依頼してくださ

い。

［7］  圧縮圧力の測定

測定には特殊工具が必要ですので、当社または

当社販売サービス店に依頼してください。

7.10.8    1500 時間ごとの整備

［1］  EGR クーラの洗浄

洗浄には特殊工具が必要ですので、当社または

当社販売サービス店に依頼してください。

7.10.9    3000 時間ごとの整備

［1］  EGR バルブの点検・洗浄

点検・洗浄には特殊工具が必要ですので、当社

または当社販売サービス店に依頼してくださ

い。

7.10.10    4000 時間ごとの整備

50、250、500、1000 時間ごとの整備も一緒に

行ってください。

［1］  ウォータポンプの点検

プーリーの遊び、油漏れ、水漏れおよび泣き穴

（ドレン穴）の詰まりを点検し、異常がある場

合は、当社または当社販売サービス店に分解修

理または交換を依頼してください。

［2］  アキュムレータの交換

アキュムレータは、2 年ごと、または 4000 時

間ごとの早い方で交換してください。

警 告

アキュムレータには、高圧の窒素ガスが封入

されており、取り扱いを誤ると、爆発による

重大な人身事故を起こす恐れがあります。取

り扱いは、つぎの事項を厳守してください。

• 油圧回路の圧力は、完全に抜けません。油

圧機器を取り外す場合は、油が噴出する方

向で作業をしないでください。また、ねじ

はゆっくりと緩めて作業をしてください。

• 分解しないでください。

• 火気を近付けたり、火中に入れないでくだ

さい。

• 穴あけや溶接、または溶断をしないでくだ

さい。

• 叩いたり、転がしたりして、衝撃を与えな

いでください。

• 廃棄の際は、封入ガスを抜く必要がありま

す。当社または当社販売サービス店に依頼

してください。

アキュムレータの機能が低下したまま作業を続

けると、機械故障時、油圧回路の残圧抜きがで

きなくなります。

当社または当社販売サービス店に交換を依頼し

てください。アキュムレータは、フロア下（下

図の位置）に取り付けてあります。
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7.10.11    5000 時間ごとの整備

50、250、500、1000 時間ごとの整備も一緒に

行ってください。

［1］  作動油タンクのオイル交換およびスト

レーナの洗浄

警 告

エンジンの稼働直後は、各部が高温になって

います。すぐにストレーナの取り外しを行わ

ず、オイルが冷えてから行ってください。

重 要

• 使用するオイルは、「7.7.1 気温による燃料

および潤滑油脂の使用方法」の項を参照し

てください。

• 油量点検を行うときは、必ず機械を走行姿

勢にしてください。作業姿勢で油量点検す

ると、油量が少ないと判定してオイルを入

れ過ぎてしまいます。

• オイル交換後は、配管や油圧機器にオイル

が満たされるまでの間、しばらくエンジン

を始動しないでください。

• 交換油量 :81 ℓ

• 排油を受ける容器を用意してください。

• フィルタレンチを用意してください。

1. フックブロックを簡易格納位置に格納し、

機械を下図のような「走行姿勢」にしてく

ださい。

2. 作動油タンク下部のドレンプラグが左右の

履帯の間にくるように、上部旋回体を回転

させてください。

3. ロックレバーをロック位置にして、エンジ

ンを停止してください。

4. ボルトを緩めて、作動油タンク上部のカ

バー (1) を取り外してください。

5. 給油口 (F) のキャップを取り外してくださ

い。
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6. 機体下側のドレンプラグ下部に排油を受け

る容器をセットしてください。

7. オイルをかぶらないように注意して、ドレ

ンプラグ (P) を外し、排油してください。

8. ドレンプラグ (P) に装着している O リン

グを点検し、傷があるときには新品と交換

してください。

9. 排油後、ドレンプラグ (P) を取り付け、締

め付けてください。

 ☞ 締付けトルク：58.8~78.4Nm（6~8kgfm）

10. ボルト (4) を外し、カバー (5) を外してく

ださい。このとき、スプリング (6) によっ

てカバーが飛びだすことがあるので、カ

バーを下に押し付けながら、ボルトを外し

てください。

11. ロッド (7) の上部を上から引上げて、スプ

リング (6) とストレーナ (8) を取り出して

ください。  
ストレーナ (8)に付着したごみなどを落し、

きれいな軽油または洗浄油で洗浄してくだ

さい。  
ストレーナ (8) に破損があれば新品と交換

してください。

12. 取り付けは、ストレーナ (8) をタンク突起

部 (9) に挿入して組み付けてください。

13. カバー (5) をセットし、手で押しながらカ

バー取り付けボルト (4) でカバー (5) を取

り付けてください。  
カバーに装着している O リングを点検し、

キズがあるときには O リングを交換して

ください。

14. 給油口 (F) からオイルを交換油糧入れてく

ださい。サイトゲージの H-L 間にあるこ

とを確認してください。  
油量点検方法は、「5.1.1.2［4］ 作動油タン

ク内油量の点検・補給」の項を参照してく

ださい。

15. 給油キャップを取り付けてください。

16. 作動油タンク上部のカバー (1) を取り付け

てください。

17. 作動油、フィルタエレメント、ストレーナ

の交換・洗浄の後、回路内のエアを抜いて

ください。油圧回路内のエア抜きは、「7.11 
油圧回路のエア抜き方法」の項を参照して

ください。
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7.11 油圧回路のエア抜

き方法

 ☞ エンジンの始動は、「5.1.3 エンジンの始

動」の項を参照してください。必要に応

じて、操作編の機械の発進、停止、進路

変更の項を参照してください。

重 要

• エア抜き完了後、いったんエンジンを停止

させ、5 分間以上静止した後稼動してくだ

さい。これによりタンク内油中の気泡が放

出します。

• 作業終了後、油漏れがないか点検し、こぼ

れた油はきれいにふき取っておいてくださ

い。

［1］ ピストンポンプのエア抜き

重 要

ポンプケース内に作動油を充満させないでポ

ンプを運転すると異常発熱し、ポンプを早期

破損させる恐れがあります。エア抜きを確実

に実施してください。

1. エア抜きブリーダ (1) をゆるめ、ブリーダ

から油がにじみ出ること（エア抜き完了）

を確認してください。

2. エア抜き完了後、エア抜きブリーダを締め

付けてください。

［2］ ポンプ ~ 作動油タンク間のエア抜き

重 要

ポンプ ~ 作動油タンク間のエア抜きをしない

でエンジン回転を高速にすると、ポンプが異

常発熱し早期破損させる恐れがあります。

1. エンジンを始動し、エンジン回転を中速回

転に保持してください。

2. 約 5 分間作業機をゆっくり操作しエア抜

きを行ってください。

［3］ シリンダのエア抜き

重 要

最初からエンジン回転を高速にしたり、シリ

ンダをストロークエンドまで作動させたりす

ると、シリンダ内に混入したエアにより、ピ

ストンパッキンなどを損傷する恐れがありま

す。

1. エンジン回転をローアイドリングにし、各

シリンダをストロークエンドまで作動させ

ないように（ストロークエンドの約

100mm 手前で止める）注意して、4~5 回

伸縮させてください。

2. つぎに各シリンダをストロークエンドまで

3~4 回作動させてください。

3. さらに各シリンダをストロークエンドまで

4~5 回作動させて、エアを完全に抜いてく

ださい。
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［4］  ウインチモータのエア抜き

注 意

ウインチモータのエア抜きプラグを緩めたり

締めたりするときは、必ずフックブロックを

接地させ、作業機操作レバーを「中立」位置

にした状態で実施してください。内部の圧力

でプラグやオイルが飛び出す恐れがあります。

重 要

• ウインチモータのエア抜きは、十分に行っ

てください。エア抜きが不十分だと、モー

タの起動時、モータがスムーズに作動しま

せん。

• エア抜きプラグの締め付けは、確実に行っ

てください。締め付けが緩いと、ブレーキ

が解除できない恐れがあります。また、油

漏れを起こす原因になります。

［メカニカルブレーキ内のエア抜き］

1. フックブロックを接地させ、右作業機操作

レバーを「中立」位置に戻してください。

2. メカニカルブレーキ用エア抜きプラグ (1)
を 3~4 回転ゆるめてください。

3. 荷を吊らない状態で、フックブロックを

ゆっくり巻上げ、停止、巻下げ操作をして

ください。

4. メカニカルブレーキ用エア抜きプラグ (1)
部から作動油がにじみ出てきたら、ウイン

チ操作を停止し、エア抜きプラグ (1) を確

実に締め付けてください。

☞ 締付けトルク：12.3 Nm（1.25 kgfm）

［カウンタバランスバルブ内のエア抜き］

1. フックブロックを接地させ、右作業機操作

レバーを「中立」位置に戻してください。

2. カウンタバランスバルブ用エア抜きプラグ

(2) を 3~4 回転ゆるめてください。

3. 荷を吊らない状態で、フックブロックを

ゆっくり巻上げ、停止、巻下げ操作をして

ください。

4. カウンタバランスバルブ用エア抜きプラグ

(2) 部から作動油がにじみ出てきたら、フッ

クブロックを接地させ、右作業機操作レ

バーを「中立」位置に戻してください。

5. エア抜きプラグ (2) を確実に締め付けてく

ださい。

☞ 締付けトルク：12.3 Nm（1.25 kgfm）

［5］  走行モータのエア抜き

1. エンジンを始動して、エンジン回転をロー

アイドリングにしてください。

2. DR ポートのホース (3) を外して、油が流

出したら締め付けてください。
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3. 一旦エンジンを停止して、下記の「クレー

ンを使用して足回りを浮かせる方法」の項

を参照し、足回りを浮かせてください。

4. 再度エンジンを始動して、エンジン回転を

ローアイドリングにしてください。

5. 浮かせた側の履帯をゆっくりと 2 分間空

転させてください。

☞ 走行モータケース内のオイルを排出した

ときのみ、エア抜きを実施してください。

☞ 履帯を空転させるときは、前後進均等に

動かしてください。

☞ 3~5 項の作業を、左右とも行ってくださ

い。

［クレーンを使用して足回りを浮かせる方法］

警 告

• 作業は、必ず水平で地盤の固い場所で行っ

てください。

• 本機械の寸法、質量は、「3.1 主要諸元表」

の項を参照してください。

• クレーンを使用して吊り上げ作業をする人

は、クレーンの運転資格を取得した人でな

ければいけません。

• 吊り上げに使用するワイヤロープやシャッ

クル等の吊り具は、機械の質量に対して、

十分強度のあるものを使用してください。

• 吊り上げ作業を行うときは、ロックレバー

をロック位置にして、機械が不意に動かな

いようにしてください。

• 以下の手順で示す方法以外で、機械を吊り

上げてはいけません。機械のバランスを崩

す危険があります。

• トラックフレームの下に置く角材（450mm
× 450mm）を用意してください。

1. 機械を下図のように「走行姿勢」にしてく

ださい。

2. ブームを 90 度旋回してください。

3. ブームに玉掛け用ワイヤロープ (A) を入

れ、ゆっくりと吊り上げてください。

☞ この際、ブームが損傷しないように玉掛

け用ワイヤロープ (A) とブームの間に角

材などの当て物 (B) を入れてください。

4. 用意した角材 (C) を、地面と浮き上がった

トラックフレームとの間に安定良く入れて

ください。

5. 機械をゆっくりと吊り下げてください。

この際、機械が安定した状態であることを

確認しながら、吊り下げてください。

油圧回路のエア抜き方法
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7.12  油圧回路の内圧解

放方法

警 告

油圧回路の圧力は、完全に抜けません。油圧

機器を取り外す場合は、油が噴出する方向で

作業をしないでください。また、ねじはゆっ

くりと緩めてください。

重 要

エンジンを停止してから作業機操作レバーを

前後左右にフルストローク動かすまでの手順

は、15 秒以内に行ってください。エンジンを

停止すると、アキュムレータ圧が徐々に低下

しますので、停止直後でないと、圧力を開放

できなくなります。

1. 機械を水平堅土上に停止してください。

2. スタータスイッチを「OFF」（切）位置に

して、エンジンを停止してください。

3. スタータスイッチを「ON」（入）位置にし

てください。

4. ロックレバー (1) をフリー位置 (F) にして、

作業機操作レバーを前後左右にフルスト

ローク操作し、油圧回路の圧力を抜いてく

ださい。

5. ロックレバーをロック位置 (L) にして、作

業機操作レバーをロックしてください。

油圧回路の内圧解放方法
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7.13 こんな現象のときは

7.13.1   電装品関係

• 処置欄の★印付きの処置については、必ず当社または当社販売サービス店へお問い合わせください。

• 下記に示す以外に異常または原因があると思われるときは、当社または当社販売サービス店に修理

を依頼してください。

異常現象 主な原因 処置

エンジン回転最高でもライトが暗い • 配線不良、バッテリーの

劣化

• ファンベルトの緩み

★ターミナルの緩み、断線の

点　検修理、バッテリー交換

★ファンベルトの交換、張り

点検

エンジン運転中にライトがちらつく

エンジンが回転しても充電量モニタ

が消灯しない

• オルタネータ不良

• 配線不良

★交換

★点検、修理

オルタネータから異常音が発生 • オルタネータ不良 ★交換

スタータスイッチを回しても、ス

タータが回らない

• 配線不良

• スタータ不良

• バッテリーの充電量不足

★点検、修理

★交換

充電する

スタータのピニオンが出たり入った

り繰り返す ( パタパタする )
• バッテリーの充電量不足

• セーフティリレー不良

充電する

★交換

スタータによるエンジンの回し方が

遅い

• バッテリーの充電量不足

• スタータの不良

充電する

★交換

エンジン始動前にスタータのかみ合

いが外れる

• 配線不良、リングギヤ・

ピニオン不良

• バッテリーの充電量不足

★点検、修理

充電する

スタータを回してもエンジンが始動

しない

• エンジンコントローラ電

源回路不良

• リレー不良

• エンジン側コネクタ不良

★交換

★交換

★コネクタの緩み、抜け点検、

修理

予熱モニタが点灯しない • 配線不良

• ヒータリレー不良

• モニタ不良

★点検、修理

★交換

★交換

電気ヒータの外部を手で触って温か

くない

• 配線不良

• 電気ヒータの断線

• ヒータリレーの作動不良

★点検、修理

★交換

★交換

走行レバーを操作しても走行アラー

ムが鳴らない

• 配線不良

• アラーム不良

• 走行ＰＰＣ圧力センサ不

良

★コネクタの緩み、抜け、断

線の点検、修理

★交換

★交換

こんな現象のときは
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異常現象 主な原因 処置

後方カメラが映らない • 配線不良

• カメラ不良

• モニタ不良

★コネクタの緩み、抜け、断

線の点検、修理

★交換

★交換

7.13.2   機体関係

• 処置欄の★印付きの処置については、必ず当社または当社販売サービス店へお問い合わせください。

• 下記に示す以外に異常または原因があると思われるときは、当社または当社販売サービス店に修理

を依頼してください。

異常現象 主な原因 処置

走行、旋回、ブーム、フック

ブロックの作動速度が遅い

• 作動油不足 • 作業開始前点検を参照して作

動油を補給する

ポンプから異音が発生する

（エア吸い込み）

• 作動油タンクストレーナ、

エレメントの目詰まり、オ

イル不足

• 定期点検を参照して洗浄する

作動油油温が上がりすぎる • ファンベルトの緩み

• オイルクーラの汚れ

• 作動油不足

• 定期点検を参照して張り点検、

ファンベルトを交換する

• 定期点検を参照して洗浄する

• 作業開始前点検を参照して作

動油を補給する

クローラが外れる • クローラの緩み過ぎ • 不定期整備を参照して張りを

調整する
スプロケットが異常摩耗する

こんな現象のときは
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7.13.3   エンジン関係

• 処置欄の★印付きの処置については、必ず当社または当社販売サービス店へお問い合わせください。

• 下記に示す以外に異常または原因があると思われるときは、当社または当社販売サービス店に修理

を依頼してください。

異常現象 主な原因 処置

エンジン運転中にエンジン油

圧エラーが表示される

• オイルパンの油量不足 ( エア

吸い込み )
• オイルフィルタカートリッ

ジの目詰まり

• オイルパイプ、ジョイント

の締付け不良、破損による

油漏れ

• エンジン油圧センサ不良

• モニタ不良

• 作業開始前点検を参照して適

正にする

• 定期整備を参照して点検、交

換する

★点検、修理

★交換

★交換

ラジエータ上部（プレッシャ

バルブ）から蒸気が噴き出す

• 冷却水不足

• 冷却系統の水漏れ

• ファンベルトの緩み

• 冷却系統中にゴミや水あか

の蓄積

• ラジエータフィンの目詰ま

り

• サーモスタット不良

• ラジエータキャップの緩み

　（高地作業のとき）

• モニタ不良

• 作業開始前点検を参照して冷

却水を補給する

★点検、修理

• 定期整備を参照して張りを調

整またはベルト交換する

• 不定期整備を参照して冷却水

交換、冷却系統内部の洗浄

• 定期整備を参照して点検、清

掃、修理

★交換

• キャップの締め付け、または

パッキン交換

★交換

エンジン水温異常エラーが表

示される

スタータを回しても、エンジ

ンが始動しない

• 燃料不足

• 燃料系統中にエア混入

• 燃料ポンプ、ノズル不良

• スタータのエンジンの回し

方が遅い

• 予熱モニタが点灯しない

• 圧縮不良

• 作業開始前点検を参照して燃

料補給する

• 定期整備を参照してエア混入

箇所修理

★ポンプまたはノズル交換

• 電装品関係参照

• 電装品関係参照

★バルブクリアランス調整

排気色が白色または青色気味

になる

• オイルパンの油量過剰

• 燃料不良

• 作業開始前点検を参照して適

正にする

• 指定燃料に交換

こんな現象のときは
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異常現象 主な原因 処置

排気色が時々黒色になる • エアクリーナエレメントの

目詰まり

• ノズル不良

• 圧縮不良

• 過給機不良

• 不定期整備を参照して清掃ま

たは交換する

★ノズル交換

★バルブクリアランス調整

★洗浄、交換

燃焼音が時々イキをする • ノズル不良 ★ノズル交換

異常音が発生する（燃焼また

は機械的）

• 粗悪燃料の使用

• オーバーヒート

• マフラ内部破損

• バルブクリアランス過大

• 指定燃料に交換

• 前記「エンジン水温異常エラー

が表示される」の項参照

★マフラ交換

★バルブクリアランス調整

稼働中にエンジンが停止する • 燃料プレフィルタ、メイン

フィルタの目詰まり

• エンジンおよび燃料回路の

不良

• フィルタカートリッジ交換

★点検、修理

エンジン出力が上がらない • オーバーヒートプロテクショ

ン制御作動

• 作業負荷を下げる

• 各種フィルタ交換

こんな現象のときは
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7.13.4   モーメントリミッタ関係

• 処置欄の★印付きの処置については、必ず当社または当社販売サービス店へお問い合わせください。

• 下記に示す以外に異常または原因があると思われるときは、当社または当社販売サービス店に修理

を依頼してください。

 ☞ モニタにエラーコードが表示されている場合は、「7.12.1 こんな現象のときは」の項を参照して

ください。

［モーメントリミッタのモニタ表示の表示が正常な場合］

異常現象 主な原因 処置

過負荷状態になってもクレー

ンの作動が停止しない

通信不良、コントローラ不良 ★通信回路の点検、コントロー

ラの交換

解除スイッチ不良 ★解除スイッチの点検、交換

電磁弁スプール不良 ★電磁弁分解修理、交換

非常用電源供給回路ショート ★電磁弁接続配線点検、交換

過負荷状態ではないのに伸長、

巻き上げ、伏が作動しない

コントローラより電磁弁間配

線不良

★コントローラより電磁弁間配

線点検、修理、交換

電磁弁コイルまたはスプール

不良

★電磁弁分解修理、交換

7.13.5   巻き過ぎ防止装置関係

• 処置欄の★印付きの処置については、必ず当社または当社販売サービス店へお問い合わせください。

• 下記に示す以外に異常または原因があると思われるときは、当社または当社販売サービス店に修理

を依頼してください。

［巻き過ぎ状態になっても停止しない場合］

異常現象 主な原因 処置

伸長、巻き上げ操作時、巻き

過ぎ状態になっても、ブザー

は鳴っているのに作動が停止

しない

非常用電源供給回路ショート ★電磁弁接続配線点検、交換

巻き過ぎ解除スイッチ不良 ★巻き過ぎ解除スイッチ点検、

交換

アース不良 ★アース交換

伸長、巻き上げ操作時、巻き

過ぎ状態になっても、ブザー

が鳴らず、作動も停止しない

巻き過ぎ検出器不良 ★巻き過ぎ検出器点検、交換

こんな現象のときは
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［巻き過ぎ状態ではないのに伸長、巻上げが作動しない場合］

異常現象 主な原因 処置

伸長、巻き上げ操作時、巻き過ぎ状

態ではないのにブザーが鳴り、作動

しない

巻き過ぎ検出器不良 ★巻き過ぎ検出器点検、交換

巻き過ぎ検出ワイヤの損傷、

絡まり

★巻き過ぎ検出ワイヤ点検、

修理、交換

巻過検出ウエイトの損傷 ★巻き過ぎ検出ウエイト点

検、交換

コントローラより巻き過ぎ

検出器間配線不良

★コントローラより巻き過ぎ

検出器間配線点検、修理、交

換

伸長、巻き上げ操作時、巻き過ぎ状

態ではないのに作動しない

ただし、ブザーは鳴らない

電磁弁コイルまたはスプー

ル不良

★電磁弁分解修理、交換

コントローラより電磁弁間

配線不良

★コントローラより電磁弁間

配線点検、修理、交換

こんな現象のときは
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7.13.6   故障コード一覧

下記に示す故障コードが表示された場合は、「5.6 異常な場合の処置」の項を参照に処置してください。

その他に原因があると思われる場合は、当社または当社販売サービス店に修理を依頼してください。

モニタ表示
警告ブザー 内容

故障コード 項目

EO01L 出力異常 ポンプ SOL 断線

EO01H 出力異常 ポンプ SOL 短絡

EO02L 伏 SOL 断線 ● 伏 SOL 断線

EO02H 伏 SOL 短絡 ● 伏 SOL 短絡

EO03L 起 SOL 断線 ● 起 SOL 断線

EO03H 起 SOL 短絡 ● 起 SOL 短絡

EO04L 伸 SOL 断線 ● 伸 SOL 断線

EO04H 伸 SOL 短絡 ● 伸 SOL 短絡

EO05L 出力異常 走行切替 SOL 断線

EO05H 出力異常 走行切替 SOL 短絡

EO06L 出力異常 低圧切替 SOL 断線

EO06H 出力異常 低圧切替 SOL 短絡

EO07L 出力異常 巻上合流 SOL 断線

EO07H 出力異常 巻上合流 SOL 短絡

EO08L 出力異常 ウインチ高速 SOL 断線

EO08H 出力異常 ウインチ高速 SOL 短絡

EO09L 出力異常 巻上停止 SOL 断線

EO09H 出力異常 巻上停止 SOL 短絡

EO10L 出力異常 巻下停止 SOL 断線

EO10H 出力異常 巻下停止 SOL 短絡

EO11L 出力異常 旋回駐車ブレーキ SOL 断線

EO11H 出力異常 旋回駐車ブレーキ SOL 短絡

EO12L 出力異常 走行 PPC SOL 断線

EO12H 出力異常 走行 PPC SOL 短絡

ES01L
センサ用 12V 電源異常 （低電圧異

常）
●

センサ用 12V 電源異常 （低電圧異

常）

ES01H
センサ用 12V 電源異常 （高電圧異

常）
●

センサ用 12V 電源異常 （高電圧異

常）

ES02L
デリック圧力センサ1電圧異常 （低

電圧異常）
●

デリック圧力センサ1電圧異常 (低
電圧異常 )

ES02H
デリック圧力センサ1電圧異常 （高

電圧異常）
●

デリック圧力センサ1電圧異常 (高
電圧異常 )

ES03L
デリック圧力センサ2電圧異常 （低

電圧異常）
●

デリック圧力センサ2電圧異常 (低
電圧異常 )

ES03H
デリック圧力センサ2電圧異常 （高

電圧異常）
●

デリック圧力センサ2電圧異常 (高
電圧異常 )

ES04L
長さ計センサ電圧異常 （低電圧異

常）
●

長さ計センサ電圧異常 （低電圧異

常）

こんな現象のときは
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モニタ表示
警告ブザー 内容

故障コード 項目

ES04H
長さ計センサ電圧異常 （高電圧異

常）
●

長さ計センサ電圧異常 （高電圧異

常）

ES05L
角度計センサ電圧異常 （低電圧異

常）
●

角度計センサ電圧異常 （低電圧異

常）

ES05H
角度計センサ電圧異常 （高電圧異

常）
●

角度計センサ電圧異常 （高電圧異

常）

ES06L センサ異常
ポンプ圧力センサ 1 電圧異常 （低

電圧異常）

ES06H センサ異常
ポンプ圧力センサ 1 電圧異常 （高

電圧異常）

ES07L センサ異常
ポンプ圧力センサ 2 電圧異常 （低

電圧異常）

ES07H センサ異常
ポンプ圧力センサ 2 電圧異常 （高

電圧異常）

ES08L センサ異常
ポンプ圧力センサ 3 電圧異常 （低

電圧異常）

ES08H センサ異常
ポンプ圧力センサ 3 電圧異常 （高

電圧異常）

ES09L センサ異常
PPC 圧力センサ電圧異常 （低電圧

異常）

ES09H センサ異常
PPC 圧力センサ電圧異常 （高電圧

異常）

ES10L センサ異常
作動油温センサ電圧異常 （低電圧

異常）

ES10H センサ異常
作動油温センサ電圧異常 （高電圧

異常）

ES11L 傾斜センサ電圧異常 （低電圧異常） ● 傾斜センサ電圧異常 （低電圧異常）

ES11H 傾斜センサ電圧異常 （高電圧異常） ● 傾斜センサ電圧異常 （高電圧異常）

ES12L センサ異常
アクセルペダル電圧異常 （低電圧

異常）

ES12H センサ異常
アクセルペダル電圧異常 （高電圧

異常）

ES13H センサ異常 燃料センサ抵抗異常 （高抵抗異常）

ES14L センサ異常
センサ用 24V 電源異常 （低電圧異

常）

ES14H センサ異常
センサ用 24V 電源異常 （高電圧異

常）

TTC36 コントローラ異常 ● TTC36 通信異常

EV001 バッテリー電圧異常 ● バッテリー電圧異常

EV002 電圧異常 TTC60 センサ電源 5V1 異常

EV003 電圧異常 TTC60 センサ電源 5V2 異常

EV004 電圧異常 TTC60 センサ電源 10V 異常

EV005 電圧異常 TTC36 センサ電源 5V1 異常

こんな現象のときは
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モニタ表示
警告ブザー 内容

故障コード 項目

EV006 電圧異常 TTC36 センサ電源 5V2 異常

EV007 オルタネータ異常 ● オルタネータ異常

EH01 作動油温異常 ● 作動油温異常

警

告

表

示

EV001 
バッテリー電圧異常

EV007 
オルタネータ異常

EH01 
作動油温異常

その他エラー

こんな現象のときは
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モニタ表示
警告ブザー  内容

故障コード 項目

P0340 エンジン異常 カムセンサ　異常（信号なし）

P0335 エンジン異常 クランクセンサ　異常（信号なし）

P0336 エンジン異常 クランクセンサ　異常（信号異常）

P0016 エンジン異常 カムセンサ位相ずれ

P0113 エンジン異常 吸気温センサ　異常（高電圧異常）

P0112 エンジン異常 吸気温センサ　異常（低電圧異常）

P0118 エンジン異常 水温センサ　異常（高電圧異常）

P0117 エンジン異常 水温センサ　異常（低電圧異常）

P0098 エンジン異常
マニホールド温度センサ (IMT) 異

常 ( 高電圧異常 )

P0097 エンジン異常
マニホールド温度センサ (IMT) 異

常 ( 低電圧異常 )

P0238 エンジン異常
ブースト圧センサ異常（高電圧異

常）

P0237 エンジン異常
ブースト圧センサ異常（低電圧異

常）

P0409 エンジン異常 EGR ポジションセンサ異常

P2229 エンジン異常 大気圧センサ異常（高電圧異常）

P2228 エンジン異常 大気圧センサ異常（低電圧異常）

P0183 エンジン異常 燃温センサ　異常（高電圧異常）

P0182 エンジン異常 燃温センサ　異常（低電圧異常）

P20E0 エンジン異常
燃料フィルター目詰まりセンサ異

常（高電圧異常）

P20DF エンジン異常
燃料フィルター目詰まりセンサ異

常（低電圧異常）

P0193 エンジン異常
コモンレール圧センサー（高電圧

異常）

P0192 エンジン異常
コモンレール圧センサー（低電圧

異常）

P0523 エンジン異常
エンジンオイル圧センサ異常高電

圧異常

P0522 エンジン異常
エンジンオイル圧センサ異常低電

圧異常

P1098 エンジン異常
ブースト温度センサ異常高電圧異

常

P1097 エンジン異常
ブースト温度センサ異常低電圧異

常

P0404 エンジン異常 EGR バルブコントロール異常

P1404 エンジン異常 EGR ゼロ点学習異常

P0092 エンジン異常 SCV 駆動系　+B ショート

P0091 エンジン異常 SCV 駆動系断線、GND ショート

P0201 エンジン異常 噴射ノズル # 1 駆動系断線

P0202 エンジン異常 噴射ノズル # 2 駆動系断線

こんな現象のときは
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モニタ表示
警告ブザー  内容

故障コード 項目

P0203 エンジン異常 噴射ノズル # 3 駆動系断線

P0204 エンジン異常 噴射ノズル # 4 駆動系断線

P0089 エンジン異常
コモンレール圧力異常ポンプ過圧

送

P0087 エンジン異常 プレッシャーリミッターオープン

P1093 エンジン異常
コモンレール圧力低下ポンプ圧送

不足

P0093 エンジン異常
コモンレール圧力低下ポンプ無圧

送

P0217 オーバーヒート ● オーバーヒート

P0219 エンジン異常 オーバーラン

P0521 エンジンオイル圧力低下 ● エンジンオイル圧力低下異常

P20DE 燃料目詰まり ● 燃料フィルター目詰まり（第一段）

P2540 燃料目詰まり ● 燃料フィルター目詰まり（第二段）

P0380 エンジン異常 グローリレー異常

P0615 エンジン異常 スタータカットリレー異常

P0685 エンジン異常 メインリレー系　異常（入らず）

P0687 エンジン異常 メインリレー系　異常（切れず）

P0563 エンジン異常 バッテリー系高電圧異常

P1261 エンジン異常 チャージ回路異常（バンク 1 ）
P1262 エンジン異常 チャージ回路異常（バンク 2 ）
P06AF エンジン異常 インジェクター IC 異常

P06AF エンジン異常
インジェクター IC チェックサム

異常

P06AF エンジン異常 インジェクター IC 通信異常

P1606 エンジン異常 SWITCH-IC_1 内部異常

P1606 エンジン異常 SWITCH-IC_1 通信異常

P060B エンジン異常 A/D 変換異常

P160B エンジン異常 ADIC 異常

P0606 エンジン異常 CPU 異常

P0606 エンジン異常 CPU 監視用 IC 異常

P0601 エンジン異常 ROM 異常

P1621 エンジン異常 EEPROM 異常

P0641 エンジン異常 5V 電源 1 電圧異常

P0651 エンジン異常 5V 電源 2 電圧異常

P0697 エンジン異常 5V 電源 3 電圧異常

P1655 エンジン異常 5V 電源 4 電圧異常

P0604 エンジン異常 RAM 異常

P0602 エンジン異常 QR コード異常

P2146 エンジン異常 噴射ノズルコモン 1 駆動系異常

P2149 エンジン異常 噴射ノズルコモン 2 駆動系異常

P0073 エンジン異常 CAN Bus 異常

P0101 エンジン異常 CAN タイムアウト異常

こんな現象のときは
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警

告

表

示

P0217 
オーバーヒート

P0521 
エンジンオイル圧

力低下異常

P20DE 
燃料フィルタ目詰

まり（第一段）

P2540 
燃料フィルタ目詰

まり（第二段）

その他エラー

こんな現象のときは
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第 8 章   
資料編



8.1 関係法令

労働安全衛生法、労働安全衛生法施行令、労働安全衛生規則およびクレーン等安全規則の中から、マ

エダクローラクレーンが適用する条項を下記に抜粋いたしました。

ご精読の上、安全第一とし、法規の遵守を怠らないように十分ご配慮してください。

8.1.1   労働安全衛生法 ( 抄 )

第 4 条（事業者等の責務）

労働者は、労働災害を防止するため必要な事項を守るほか、事業者その他の関係者が実施する労働災

害の防止に関する措置に協力するように努めなければならない。

第 33 条（機械貸与者等の講ずべき措置等）

機械等で、政令で定めるものを他の事業者に貸与する者で、厚生労働省令でさだめるもの（以下「機

械等貸与者」という。）は、当該機械等の貸与を受けた事業者の事業場における当該機械等による労働

災害を防止するため必要な措置を講じなければならない。

（2） 機械等貸与者から機械等の貸与を受けた者は、当該機械等を操作する者がその使用する労働者で

ないときは、当該機械等の操作による労働災害を防止するため必要な措置を講じなければならな

い。

（3） 前項の機械等を操作する者は、機械等の貸与を受けた者が同項の規定により講ずる措置に応じて、

必要な事項を守らなければならない。

第 59 条（安全衛生教育）

事業者は、労働者を雇いいれたときは、当該労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、そ

の従事する業務に関する安全又は衛生のための教育を行わなければならない。

（3） 事業者は、危険又は有害な業務で、厚生労働省令で定めるものに労働者をつかせるときは、厚生

労働省令で定めるところにより、当該業務に関する安全又は衛生のための特別の教育を行わなけ

ればならない。

第 61 条（就業制限）

事業者は、クレーンの運転その他の業務で、政令で定めるものについては、都道府県労働局長の当該

業務に係る免許を受けた者又は都道府県労働局長の登録を受けた者が行う当該業務に係る技能講習を

修了した者その他労働省令で定める資格を有する者でなければ、当該業務につかせてはならない。

（2） 前項の規定により当該業務につくことができる者以外の者は、当該業務を行なってはならない。

（3） 第 1 項の規定により当該業務につくことができる者は、当該業務に従事するときは、これに係る

免許証その他その資格を証する書面を携帯していなければならない。

8.1.2   労働安全衛生法施行令 ( 抄 )

第 20 条（就業制限に係る業務）

法第 61 条第 1 項の政令で定める業務は、次のとおりとする。

⑦ つり上げ荷重が 1 トン以上の移動式クレーンの運転 ( 道路交通法に規定する道路上を走行させ

る運転を除く。) の業務

関係法令
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8.1.3   労働安全衛生規則 ( 抄 )

第 29 条（安全装置等の有効保持）

労働者は安全装置等について、次の事項を守らなければならない。

① 安全装置等を取りはずし、又はその機能を失わせないこと。

② 臨時に安全装置等を取りはずし、又はその機能を失わせる必要があるときは、あらかじめ、

事業者の許可を受けること。

③ 前号の許可を受けて安全装置等を取りはずし、又はその機能を失わせたときは、その必要が

なくなった後、直ちにこれを原状に復しておくこと。

④ 安全装置等が取りはずされ、又はその機能を失ったことを発見したときは、すみやかに、そ

の旨を事業者に申し出ること。

（2） 事業者は、労働者から前項第 4 号の規定による申出があったときは、すみやかに、適当な措置を

講じなければならない。

第 96 条（事故報告）

事業者は、次の場合、遅滞なく、様式第 22 号による報告書を所轄労働基準監督所長に提出しなければ

ならない。

（5） 移動式クレーン ( クレーン則第 2 条第 1 号に掲げる移動式クレーンを除く。) の次の事故が発生し

たとき

イ 転倒、倒壊又はジブの損傷

ロ ワイヤロープ又はつりチェーンの切断

8.1.4   クレーン等安全規則 ( 抄 )

第 3 章　移動式クレーン

第 1 節　製造及び設置

第 55 条（製造検査）

移動式クレーンを製造した者は、法第 38 条第 1 項の規定により当該移動式クレーンについて、所轄都

道府県労働局長の検査を受けなければならない。

（2） 前項の規定による検査 ( 以下この節において「製造検査」という。) においては、移動式クレーン

の各部分の構造及び機能について点検を行うほか、荷重試験及び安定度試験を行うものとする。

（3） 前項の荷重試験は、移動式クレーンに定格荷重の 1.25 倍に相当する荷重 ( 定格荷重が 200 トンを

こえる場合は、定格荷重に 50 トンを加えた荷重 ) の荷をつって、つり上げ、旋回、走行等の行動

を行うものとする。

（4） 第 2 項の安定度試験は、移動式クレーンに定格荷重の 1.27 倍に相当する荷重の荷をつって、当該

移動式クレーンの安定に関し最も不利な条件で地切りすることにより行うものとする。

第 59 条（移動式クレーン検査証）

（2） 移動式クレーンを設置している者は、移動式クレーン検査証を滅失し又は損傷したときは、移動

式クレーン検査証再交付申請書（様式第 8 号）に次の書面を添えて、所轄労働基準監督署長を経

由し移動式クレーン検査証の交付を受けた都道府県労働局長に提出し、再交付を受けなければな

らない。

① ①移動式クレーン検査証を滅失したときは、その旨を明らかにする書面

② ②移動式クレーン検査証を損傷したときは、当該移動式クレーン検査証

関係法令
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（3） (3) 移動式クレーンを設置している者に異動があったときは、移動式クレーンを設置している者は、

当該異動後 10 日以内に、移動式クレーン検査証書替申請書（様式第 8 号）に移動式クレーン検査

証を添えて、所轄労働基準監督署長を経由し移動式クレーン検査証の交付を受けた都道府県労働

局長に提出し、書替えを受けなければならない。

第 60 条（検査証の有効期間）

移動式クレーン検査証の有効期間は、2 年とする。ただし、製造検査又は使用検査の結果により当該期

間を 2 年未満とすることができる。

第 61 条（設置報告書）

移動式クレーンを設置しようとする事業者は、あらかじめ、移動式クレーン設置報告書（様式第 9 号）

に移動式クレーン明細書（製造検査済又は使用検査済の印を押したもの）及び移動式クレーン検査証

を添えて、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。ただし、認定を受けた事業者については、

この限りではない。

第 62 条（荷重試験等）

事業者は、令第 13 条第 3 項第 15 号 ( つり上げ荷重が 0.5 トン以上 3 トン未満の移動式クレーン ) の移

動式クレーンを設置したときは、当該移動式クレーンについて、第 55 条第 3 項の荷重試験及び同条第

4 項の安定度試験を行わなければならない。

第 2 節使用及び就業

第 63 条（検査証の備付け）

事業者は、移動式クレーンを用いて作業を行うときは、当該移動式クレーンに、その移動式クレーン

検査証を備え付けておかなければならない。

第 64 条（使用の制限）

事業者は、移動式クレーンについては、厚生労働大臣の定める基準 ( 移動式クレーンの構造に係る部分

に限る。) に適合するものでなければ使用してはならない。

第 64 条の 2（設計の基準とされた負荷条件）

事業者は、移動式クレーンを使用するときは、当該移動式クレーンの構造部分を構成する鋼材等の変形、

折損等を防止するため、当該移動式クレーンの設計の基準とされた負荷条件に留意するものとする。

第 65 条（巻過防止装置の調整）

事業者は、移動式クレーンの巻過防止装置については、フック、グラブバケット等のつり具の上面又

は当該つり具の巻上げ用シ - ブの上面とジブの先端のシーブその他当該上面が接触するおそれのある物

( 傾斜したジブを除く。) の下面との間隔が 0.25 メートル以上 ( 直働式の巻過防止装置にあっては、0.05
メートル以上 ) となるように調整しておかなければならない。

第 66 条（安全弁の調整）

事業者は、水圧又は油圧を動力として用いる移動式クレーンの当該水圧又は油圧の過度の昇圧を防止

するための安全弁については、最大の定格荷重に相当する荷重をかけたときの水圧又は油圧に相当す

る圧力以下で作用するように調整しておかなければならない。ただし、第 62 条の規定により荷重試験

又は安定度試験を行う場合において、これらの場合における水圧又は油圧に相当する圧力で作用する

ように調整するときは、この限りではない。

関係法令
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第 66 条の 2（作業の方法等の決定等）

事業者は、移動式クレーンを用いて作業を行うときは、移動式クレーンの転倒等による労働者の危険

を防止するため、あらかじめ、当該作業に係る場所の広さ、地形及び地質の状態、運搬しようとする

荷の重量、使用する移動式クレーンの種類及び能力等を考慮して、次の事項を定めなければならない。

① 移動式クレーンによる作業の方法

② 移動式クレーンの転倒を防止するための方法

③ 移動式クレーンによる作業に係る労働者の配置及び指揮の系統

（2） 事業者は、前項各号の事項を定めたときは、当該事項について、作業の開始前に、関係労働者に

周知させなければならない。

第 66 条の 3（外れ止め装置の使用）

事業者は、移動式クレーンを用いて荷をつり上げるときは、外れ止め装置を使用しなければならない。

第 68 条（就業制限）

事業者は、令第 20条第 7号に掲げる業務については、移動式クレーン運転士免許を受けた者でなければ、

当該業務に就かせてはならない。ただし、つり上げ荷重が 1 トン以上 5 トン未満の移動式クレーン ( 以
下「小型移動式クレーン」という。) の運転の業務については、小型移動式クレーン運転技能講習を修

了した者を当該業務に就かせることができる。

第 69 条（過負荷の制限）

事業者は、移動式クレーンにその定格荷重をこえる荷重をかけて使用してはならない。

第 70 条（傾斜角の制限）

事業者は、移動式クレーンについては、移動式クレーン明細書に記載されているジブの傾斜角 ( つり上

げ荷重が 3 トン未満の移動式クレーンにあっては、これを製造した者が指定したジブの傾斜角 ) の範囲

をこえて使用してはならない。

第 70 条の 2（定格荷重の表示等）

事業者は、移動式クレーンを用いて作業を行うときは、移動式クレーンの運転者及び玉掛けをする者

が当該移動式クレーンの定格荷重を常時知ることができるよう、表示その他の措置を講じなければな

らない。

第 70 条の 3（使用の禁止）

事業者は、地盤が軟弱であること、埋設物その他地下に存する工作物が損壊するおそれがあること等

により移動式クレーンが転倒するおそれのある場所においては、移動式クレーンを用いて作業を行っ

てはならない。ただし、当該場所において、移動式クレーンの転倒を防止するため必要な広さ及び強

度を有する鉄板等が敷設され、その上に移動式クレーンを設置しているときは、この限りでない。

第 71 条（運転の合図）

事業者は、移動式クレーンを用いて作業を行うときは、移動式クレーンの運転について一定の合図を

定め、合図を行う者を指名して、その者に合図を行わせなければならない。ただし、移動式クレーン

の運転者に単独で作業を行わせるときは、この限りでない。

（2） 前項の指名を受けた者は、同項の作業に従事するときは、同項の合図を行わなければならない。

（3） 第 1 項の作業に従事する労働者は、同項の合図に従わなければならない。

第 72 条（搭乗の制限）

事業者は、移動式クレーンにより、労働者を運搬し、又は労働者をつり上げて作業させてはならない。
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第 73 条（搭乗の制限）

事業者は、前条の規定にかかわらず、作業の性質上やむを得ない場合又は安全な作業の遂行上必要な

場合は、移動式クレーンのつり具に専用のとう乗設備を設けて当該とう乗設備に労働者を乗せること

ができる。

（2） 事業者は、前項のとう乗設備については、墜落による労働者の危険を防止するため次の事項を行

わなければならない。

① とう乗設備の転位及び脱落を防止する措置を講ずること。

② 労働者に安全帯等を使用させること。

③ とう乗設備ととう乗者との総重量の 1.3 倍に相当する重量に 500 キログラムを加えた値が、

当該移動式クレーンの定格重量をこえないこと。

④ とう乗設備を下降させるときは、動力下降の方法によること。

（3） 労働者は、前項の場合において安全帯等の使用を命じられたときは、これを使用しなければなら

ない。

第 74 条（立入禁止）

事業者は、移動式クレーンに係る作業を行うときは、当該移動式クレーンの上部旋回体と接触するこ

とにより労働者に危険が生じるおそれのある箇所に労働者を立ち入らせてはならない。

第 74 条の 2
事業者は、移動式クレーンに係る作業を行う場合であって、次の各号のいずれかに該当するときは、

つり上げられている荷（第 6 号の場合に合っては、つり具を含む。）の下に労働者を立ち入らせてはな

らない。

① ハッカーを用いて玉掛けをした荷がつり上げられているとき。

② つりクランプ 1 個を用いて玉掛けをした荷がつり上げられているとき。

③ ワイヤロープ等を用いて 1 箇所に玉掛けをした荷がつり上げられているとき（当該荷に設け

られた穴又はアイボルトにワイヤロープ等を通して玉掛けをしている場合を除く。）。

④ 複数の荷が一度につり上げられている場合であって、当該複数の荷が結束され、箱に入れら

れる等により固定されていないとき。

⑤ 磁力又は陰圧により吸着させるつり具又は玉掛け用具を用いて玉掛けをした荷がつり上げら

れているとき。

⑥ 動力下降以外の方法により荷又はつり具を下降させるとき。

第 74 条の 3（強風時の作業中止）

事業者は、強風のため、移動式クレーンに係る作業の実施について危険が予想されるときは、当該作

業を中止しなければならない。

第 74 条の 4（強風時における転倒の防止）

事業者は、前条の規定により作業を中止した場合であって移動式クレーンが転倒するおそれのあると

きは、当該移動式クレーンのジブの位置を固定させる等により移動式クレーンの転倒による労働者の

危険を防止するための措置を講じなければならない。

第 75 条（運転位置からの離脱の禁止）

事業者は、移動式クレーンの運転者を、荷をつったままで、運転位置から離れさせてはならない。

（2） 前項の運転者は、荷をつったままで、運転位置を離れてはならない。
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第 75 条の 2（ジブの組立て等の作業）

事業者は、移動式クレーンのジブの組立て又は解体の作業を行うときは、次の措置を講じなければな

らない。

① 作業を指揮する者を選任して、その者の指揮の下に作業を実施させること。

② 作業を行う区域に関係労働者以外の労働者が立ち入ることを禁止し、かつ、その旨を見やす

い箇所に表示すること。

③ 強風、大雨、大雪等の悪天候のため、作業の実施について危険が予想されるときは、当該作

業に労働者を従事させないこと。

（2） (2) 事業者は、前項第 1 号の作業を指揮する者に、次の事項を行わせなければならない。

① 作業の方法及び労働者の配置を決定し、作業を指揮すること。

② 材料の欠点の有無並びに器具及び工具の機能を点検し、不良品を取り除くこと。

③ 作業中、安全帯等及び保護帽の使用状況を監視すること。

第 3 節定期自主検査等

第 76 条（定期自主検査）

事業者は、移動式クレーンを設置した後、1 年以内ごとに 1 回、定期に、当該移動式クレーンについて

自主検査を行わなければならない。ただし、1 年をこえる期間使用しない移動式クレーンの当該使用し

ない期間においては、この限りでない。

（2） 事業者は、前項ただし書の移動式クレーンについては、その使用を再び開始する際に、自主検査

を行わなければならない。

（3） 事業者は、前 2 項の自主検査においては、荷重試験を行わなければならない。ただし、当該自主

検査を行う日前 2 月以内に第 81 条第 1 項の規定に基づく荷重試験を行った移動式クレーン又は当

該自主検査を行う日後 2 月以内に移動式クレーン検査証の有効期間が満了する移動式クレーンに

ついては、この限りではない。

（4） 前項の荷重試験は、移動式クレーンに定格荷重に相当する荷重の荷をつって、つり上げ、旋回、

走行等の作動を定格速度により行うものとする。

第 77 条（定期自主検査）

事業者は、移動式クレーンについては、1 月以内ごとに 1 回、定期に、次の事項について自主検査を行

わなければならない。ただし、1 月をこえる期間使用しない移動式クレーンの当該使用しない期間にお

いては、この限りでない。

① 巻過防止装置その他の安全装置、過負荷警報装置その他の警報装置、ブレーキ及びクラッチ

の異常の有無。

② ワイヤロープ及びつりチェーンの損傷の有無。

③ フック、グラブバケット等のつり具の損傷の有無。

④ 配線、配電盤及びコントローラーの異常の有無。

（2） 事業者は、前項ただし書の移動式クレーンについては、その使用を再び開始する際に、同項各号

に掲げる事項について自主検査を行わなければならない。

第 78 条（作業開始前の点検）

事業者は、移動式クレーンを用いて作業を行うときは、その日の作業を開始する前に、巻過防止装置、

過負荷警報装置その他の警報装置、ブレーキ、クラッチ及びコントローラーの機能について点検を行

わなければならない。

第 79 条（自主検査の記録）

事業者は、この節に定める自主検査の結果を記録し、これを 3 年間保存しなければならない。
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第 80 条（補修）

事業者は、この節に定める自主検査又は点検を行った場合において、異常を認めたときは、直ちに補

修しなければならない。

第 4 節　性能検査

第 81 条（性能検査）

移動式クレーンに係る性能検査においては、移動式クレーンの各部分の構造及び機能について点検を

行うほか、荷重試験を行うものとする。

（2） 第 76 条第 4 項の規定は、前項の荷重試験について準用する。

第 82 条（性能検査の申請等）

移動式クレーンに係る性能検査（法第 53 条の 3）において準用する法第 53 条の 2 第 1 項の規定によ

り労働基準監督署長が行うものに限る。）を受けようとする者は、移動式クレーン性能検査申請書（様

式第 11 号）を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

第 5 節　変更、休止、廃止等

第 85 条（変更届）

事業者は、移動式クレーンについて、次の各号のいずれかに掲げる部分を変更しようとするときは、

法第 88 条第 1 項の規定により、移動式クレーン変更届（様式第 12 号）に移動式クレーン検査証及び

変更しようとする部分（第 5 号に掲げるものを除く。）の図面を添えて、所轄労働基準監督署長に提出

しなければならない。

① ジブその他の構造部分

② 原動機

③ ブレーキ

④ つり上げ機構

⑤ ワイヤロープ又はつりチェーン

⑥ フック、グラブバケット等のつり具

⑦ 台車

第 86 条（変更検査）

前条第 1 項第 1 号又は第 7 号に該当する部分に変更を加えた者は、法第 38 条第 3 項の規定により、当

該移動式クレーンについて、所轄労働基準監督署長の検査を受けなければならない。ただし、所轄労

働基準監督署長が当該検査の必要がないと認めた移動式クレーンについては、この限りではない。

（2） 第 55 条第 2 項から第 4 項までの規定は、前項の規定による検査（以下この節において「変更検査」

という。）について準用する。

（3） 変更検査を受けようとする者は、移動式クレーン変更検査申請書（様式第 13 号）を所轄労働基準

監督署長に提出しなければならない。この場合において、認定を受けたことにより前条第 1 項又

は第 3 項の届出をしていないときは、同条第 1 項の検査証及び図面その他変更検査に必要な書面

を添付するものとする。
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第 8 章　玉掛け

第 1 節　玉掛用具

第 213 条（玉掛け用ワイヤロープの安全係数）

事業者は、クレーン、移動式クレーン又はデリックの玉掛用具であるワイヤロープの安全係数につい

ては、6 以上でなければ使用してはならない。

（2） 前項の安全係数は、ワイヤロープの切断荷重の値を、当該ワイヤロープにかかる荷重の最大の値

で除した値とする。

第 213 条の 2（玉掛け用つりチェーンの安全係数）

事業者は、クレーン、移動式クレーン又はデリックの玉掛用具であるつりチェーンの安全係数につい

ては、次の各号に掲げるつりチェーンの区分に応じ、当該各号に掲げる値以上でなければ使用しては

ならない。

① 次のいずれにも該当するつりチェーン 4
イ 切断荷重の 2 分の 1 の荷重で引っ張った場合において、その伸びが 0.5 パーセント (%) 以下

のものであること。

ロ その引張り強さの値が 400 ニュートン毎平方ミリメートル (400N/mm2) 以上であり、かつ、

その伸びが、次の表の上欄に掲げる引張り強さの値に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる値

以上となるものであること。

上欄 下欄

引張り強さ ( 単位 ニュートン毎平方ミリメートル ( Ｎ／ｍｍ２)) 伸び ( 単位 パーセント )

４００以上６３０未満 ２０

６３０以上１０００未満 １７

１０００以上 １５

② 前号に該当しないつりチェーン 5
（2） 前項の安全係数は、つりチェーンの切断荷重の値を、当該つりチェーンにかかる荷重の最大の値

で除した値とする。

第 214 条（玉掛け用フック等の安全係数）

事業者は、クレーン、移動式クレーン又はデリックの玉掛用具であるフック又はシャックルの安全係

数については、5 以上でなければ使用してはならない。

（2） 前項の安全係数は、フック又はシャックルの切断荷重の値を、それぞれ当該フック又はシャック

ルにかかる荷重の最大の値で除した値とする。
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第 215 条（不適格なワイヤロープの使用禁止）

事業者は、次の各号のいずれかに該当するワイヤロープをクレーン、移動式クレーン又はデリックの

玉掛用具として使用してはならない。

① ワイヤロープ 1 よりの間において素線 ( フィラ線を除く。以下本号において同じ。) の数の 10
パーセント以上の素線が切断しているもの

② 直径の減少が公称径の 7 パーセントをこえるもの

③ キンクしたもの

④ 著しい形くずれ又は腐食があるもの

第 216 条（不適格なつりチェーンの使用禁止）

事業者は、次のいずれかに該当するつりチェーンをクレーン、移動式クレーン又はデリックの玉掛用

具として使用してはならない。

① 伸びが、当該つりチェーンが製造されたときの長さの 5 パーセントをこえるもの。

② リンクの断面の直径の減少が、当該つりチェーンが製造されたときの当該リンクの断面の直

径 10 パーセントをこえるもの。

③ き裂があるもの。

第 217 条（不適格なフック、シャックル等の使用禁止）

事業者は、フック、シャックル、リング等の金具で、変形しているもの又はき裂があるものを、クレー

ン、移動式クレーン又はデリックの玉掛用具として使用してはならない。

第 218 条（不適格な繊維ロープ等の使用禁止）

事業者は、次の号のいずれかに該当する繊維ロープ又は繊維ベルトをクレーン、移動式クレーン又は

デリックの玉掛用具として使用してはならない。

① ストランドが切断しているもの。

② 著しい損傷又は腐食があるもの。

第 219 条（リングの具備等）

事業者は、エンドレスでないワイヤロープ又はつりチェーンについては、その両端にフック、シャッ

クル、リング又はアイを備えているものでなければ、クレーン、移動式クレーン又はデリックの玉掛

用具として使用してはならない。

（2） 前項のアイは、アイスプライス若しくは圧縮どめ又はこれらと同等以上の強さを保持する方法に

よるものでなければならない。この場合において、アイスプライスは、ワイヤロープのすべての

ストランドを 3 回以上編み込んだ後、それぞれのストランドの素線の半数の素線を切り、残され

た素線をさらに 2 回以上 ( すべてのストランドを 4 回以上編み込んだ場合には 1 回以上 ) 編み込む

ものとする。

第 219 条の 2（使用範囲に制限）

事業者は、磁力若しくは陰圧により吸着させる玉掛用具、チェーンブロック又はチェーンレバーホイ

スト（以下この項において「玉掛用具」という。）を用いて玉掛けの作業を行うときは、当該玉掛用具

について定められた使用荷重等の範囲で使用しなければならない。

（2） 事業者は、つりクランプを用いて玉掛けの作業を行うときは、当該つりクランプの用途に応じて

玉掛けの作業を行うとともに、当該つりクランプについて定められた使用荷重等の範囲で使用し

なければならない。
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第 220 条（作業開始前の点検）

事業者は、クレーン、移動式クレーン又はデリックの玉掛用具であるワイヤロープ、つりチェーン、

繊維ロープ、繊維ベルト又はフック、シャックル、リング等の金具 ( 以下この条において「ワイヤロー

プ等」という。) を用いて玉掛けの作業を行うときは、その日の作業を開始する前に当該ワイヤロープ

等の異常の有無について点検を行わなければならない。

（2） 事業者は、前項の点検を行った場合において、異常を認めたときは、直ちに補修しなければなら

ない。

第 2 節　就業制限

第 221 条（就業制限）

事業者は、令第 20 条第 16 号に掲げる業務 ( 制限荷重が 1 トン以上の揚貨装置の玉掛けの業務を除く。)
については、次の各号のいずれかに該当する者でなければ、当該業務に就かせてはならない。

① 玉掛技能講習を修了した者

② 職業能力開発促進法 ( 昭和 44 年法律 64 号。以下「能開法」という。) 第 27 条第 1 項の準則

訓練である普通職業訓練のうち、職業能力開発促進施行規則 ( 昭和 44 年労働省令第 24 号。

以下「能開法規則」という。)別表第 4の訓練科の欄に掲げる玉掛け科の訓練 (通信の方法によっ

て行うものを除く。) を修了した者。

③ その他厚生労働大臣が定める者。

第 10 章　床上操作式クレーン運転技能講習、小型移動式クレーン運転技能講習及び玉掛技能講習

第 245 条（小型移動式クレーン運転技能講習の講習科目）

小型移動式クレーン運転技能講習は、学科講習及び実技講習によって行う。

（4） 学科講習は、次の科目について行う。

① 小型移動式クレーンに関する知識

② 原動機及び電気に関する知識

③ 小型移動式クレーンの運転のために必要な力学に関する知識

④ 関係法令

（3） 実技講習は、次の科目について行う。

① 小型移動式クレーンの運転

② 小型移動式クレーンの運転のための合図

関係法令
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8.2 クレーン運転合図

呼び寄せ

• 片手を高く上げてください。必要ならば、笛の長吹きを併用してください。

巻き上げ

• 片手を上方に上げて輪を描くか、または腕をほぼ水平に上げ、手のひらを上に向けて上方に振って

ください。

巻き下げ

• 腕をほぼ水平に上げ、手のひらを下に向けて下方に振ってください。

クレーン運転合図
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走行・旋回

• 腕を見やすい位置に伸ばし、手のひらを動かす方向に向けて数回動かしてください。

微動

• 小指または示指を使って巻き上げ、巻き下げ、水平移動に応じて、それぞれの合図を付けてください。

位置の指示

• なるべく近くの場所へ行き、指で示してください。

転倒

• 両手を水平に延ばして転倒の方向に回してください。

クレーン運転合図
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ブーム上げ

• 親指を立てて上方に向け、他の指を握り、水平より上方に突き上げてください。

ブーム下げ

• 親指を立てて下方に向け、他の指を握り、水平より下方に突き下げてください。

ブームの伸長

• 親指を立てて上方に向け、他の指を握り、水平より斜め上方に突き上げてください。

ブームの縮小

• 親指を立てて下方に向け、他の指を握り、水平より斜め下方に突き下げてください。

クレーン運転合図
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停止

• 手を高く上げ、手のひらを正面に向けてください。  
または手を高く上げ、手のひらを正面に向けて指を握ってください。

急停止

• 両手をひろげて高く上げ、激しく左右に大きく振ってください。

作業終了

• 挙手の礼、または両手を頭の上に交差させてください。

クレーン運転合図
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8.3 単位換算表

［1］ 力

N kgf
1 1.01972 × 10-1

9.80665 1

［2］ 圧力

Pa kPa MPa kgf/cm2

1 1 × 10-3 1 × 10-6 1.01972 × 10-5

1 × 103 1 1 × 10-3 1.01972 × 10-2

1 × 106 1 × 103 1 1.01972 × 10
9.80665 × 104 9.80665 × 10 9.80665 × 10-2 1

［3］ トルク・モーメント

N・cm N・m kgf・cm kgf・m
1 1 × 10-2 1.01972 × 10-1 1.01972 × 10-3

1 × 102 1 1.01972 × 10 1.01972 × 10-1

9.80665 9.80665 × 10-2 1 1 × 10-2

9.80665 × 102 9.80665 1 × 102 1

［4］ 動力

W kW PS
1 1 × 10-3 1.35962 × 10-3

1 × 103 1 1.35962
0.735499 × 103 0.735499 1

単位換算表
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